
医療関係機関等から発生する主な廃棄物

紙 くず類、厨芥、繊維 くず (包 帯、ガーゼ、脱脂

綿、 リネン類 )、 木くず、皮革類、実験動物の死
体、これらの一般廃棄物を焼却 した 「燃え殻」等

一般廃棄物

大気汚染防止法第 2条第 2項 のばい煙発生施設及

び汚泥、廃油等の産業廃棄物の焼却施設の集 じん

施設で回収 したもの

ばいじん

アンプル、ガラス製の器具、びん、その他のガラ

ス製の もの、ギブス用石膏、陶磁器の器具、その

他の陶磁器製のもの

ガラスくず、コ

ンクリー トくず

及び陶磁器くず

金属製機械器具、注射針、金属製ベ ノド、その他

の金属製のもの              、

金属くず

天然 ゴムの器具類、デ ィスポーザブルの手袋等ゴムくず

合成樹脂製の器具、 レン トゲンフィルム、ビニル

チ ューブ、その他の合成樹脂製の もの

廃プラスチ ック

類

レン トゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液 (疑

固 していない状態の もの )、 その他のアルカ リ性

の液

廃アルカリ

レン トゲン定着液、ホル〒 リン、クロム硫酸、そ

の他の酸性の廃液

廃 酸

アル コール、キシロール、クロロホルム等の有機

溶剤、灯油、ガソリン等の燃料油、入院患者の給

食に使つた食料油、冷凍機やポンプ等の潤滑油、

その他の油

廃 油

血液 (凝 固 したものに限る。 )、 検査室・実験室

等の排水処理施設か ら発生す る汚泥、その他の汚

泥

汚 泥

焼却灰燃 え殻産業廃棄物

例種類


